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要約 
日本の人口は 2060年にピーク時の 7割まで減少することが見込まれ、今後の社会インフ

ラ維持が不安視されている。特に下水道インフラは自治体の公営企業会計で見て最大の支

出項目であり、早急な検討が必要である。 

下水道事業では、施設の急速な老朽化に伴う施設維持費用や更新費用の増大が予想され

ているものの、その経営は、使用料収入で経費を賄うことができている地方公共団体が

22.2%と厳しい状況にある。さらに、人口減少が使用料収入の減少に追い打ちをかけると

見込まれ、財政面から適切な管理を行えなくなる恐れがある。 

この状況に対し、政府は、「管渠接続を伴う設備の広域化」・「維持管理・事務の共同

化」・「処理設備選択の最適化」を推進している。「管渠接続を伴う設備の広域化」とは、

隣接する汚水処理施設を統合し汚水の受け入れを行う手法である。「維持管理・事務の共

同化」とは、複数の団体の汚泥を集約して処理を行う他、処理場の運転管理や集中監視・

水質検査等の日常保守点検業務の共同実施等が挙げられる。「処理設備選択の最適化」と

は、各汚水処理施設の特性や経済性を勘案し、最適な施設を選択し整備することである。 

政府は、「管渠接続を伴う設備の広域化」・「維持管理・事務の共同化」・「処理設備

選択の最適化」を推進しているが、今後の政策立案に向けては主に 2 点の課題が存在する。

まず第 1 に、政策の根拠となるデータの問題である。政府は「管渠接続を伴う設備の広域

化」により施設の更新費や維持管理費等の削減を見込んでいるが、政府が「管渠接続を伴

う設備の広域化」の効果を説明する際に利用する経費回収率及び汚水処理費には管渠の更

新費は含まれていない。よって、政府の示すデータは「維持管理・事務の共同化」推進の

根拠とはなるものの、「管渠接続を伴う設備の広域化」のそれに資するとは言えない。第

2 に、下水道既整備地域での「処理設備選択の最適化」の方針を示してはいるものの、積

極的な政策は示していない。しかし、「限界集落」という言葉があるように、今後の人口

減少は集合処理施設を不要とする規模で進展するはずである。いずれの政策を立案するに

せよ、定量分析などの根拠に基づいて推進しなくてはならない。 

第 1 章現状分析では、下水道事業が抱える課題と政府の政策を述べ、問題意識として、

政策の根拠となるデータの問題及び、「処理設備選択の最適化」の方針を示してはいるも

のの、積極的な政策は示していないことの 2点を挙げた。 

第 2 章先行研究では、「管渠接続を伴う設備の広域化」、「維持管理・事務の共同化」、

「処理設備選択の最適化」に着目した研究を紹介し、上記 3 手法を定量分析することを本

稿の新規性として挙げた。 

第 3 章分析では、「維持管理・事務の共同化」・「管渠接続を伴う設備の広域化」・

「処理設備選択の最適化」のそれぞれが真に費用削減効果を持つのかを以下 3 つの定量分

析によって明らかにした。 

 

分析➀：「維持管理・事務の共同化」の費用削減効果に関する分析 

市町村レベルのパネルデータを用い、処理区域内人口の増加が費用(維持管理費および

汚水処理費)の削減をもたらすか否かを分析する。 

分析➁：「管渠接続を伴う設備の広域化」のシミュレーション 

複数の処理区を管渠接続により統廃合した場合の将来費用シミュレーションを行う。こ

の際、将来の人口減少についても加味する。 
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分析③：「処理設備選択の最適化」のシミュレーション 

集合処理をしている地域で、これまで通り管渠と集合処理施設を維持する場合と、これ

を個別処理に切り替えた場合の将来費用シミュレーションを行う。この際、分析➁と同様

に、将来の人口減少についても加味する。 

分析の結果、「維持管理・事務の共同化」効果は認められるものの、「管渠接続を伴う

設備の広域化」は費用が掛かりすぎるため、「処理設備選択の最適化」を採用すべきであ

ることが明らかとなった。 

以上より第 4 章政策提言では、下水道事業の政策立案に当たって、施設運営面に関して

は「維持管理・事務の共同化」を推進し、施設設備面に関しては「処理整備選択の最適化」

を推進することを提言する。具体的には ①「共同化・最適化計画」の策定を 1 つ目の提

言とし、計画を策定するために人員の確保・財源の確保が必要となることから、②都道府

県による試算の実施、③「処理設備選択の最適化」にかかる財政措置を提言する。 
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 現状分析・問題意識 

第1節. 下水度事業が抱える課題 

第1項 施設老朽化と人口減少の影響 
国土交通省『ストックマネジメントについて』によると、下水道の管渠2延長は約 47 万

km(2017 年度末)に達する。この内、標準耐用年数3とされる 50 年を経過した管渠は、現在

のところ、約 1.7 万 km(全体の約 4％)に過ぎないが、10 年後には約 6.3 万 km(13%)、さら

に 20年後には約 15万 km(32%)と今後急増することが見込まれている。しかし、こうした状

況にも関わらず管渠改築率は 1%にも満たない (図表 1-1参照)。 

また、下水道の終末処理場約 2200 箇所(2017 年度末)のうち機械・電気設備の標準耐用

年数である 15年を経過した施設も約 1800箇所(約 82%)にのぼる。降雨時に確実な稼働が必

要な雨水ポンプ場も全国 1500 機のうち約 1100 機で設備の耐用年数を超えており、今後も

増加する見通しである。 

 

図表 1-1 管渠老朽化率・管渠改善率の推移(法適用事業4のみ) 

 
(総務省『下水道事業のあり方に関する研究会 中間報告書』より筆成) 

 

また、人口減少の影響も深刻である。日本の人口は 2060 年にピーク時の 7 割まで減少

すると見込まれ、（上）水道の有収水量5も減少すると予想されている。各家庭の下水道の

有収水量は(上)水道のそれで計測されているため、下水道事業の有収水量も同様に減少し、

よって使用料収入が減少する。特に処理区域内人口密度の低い地域の公共下水道や特定環

境保全公共下水道や集落排水処理施設6等において人口の減少率が高く、大幅な使用料収入

                             
2 下水道における管路。路面に埋設した排水管。 
3 標準耐用年数は、｢下水道施設の改築について｣の別表に定められている。 
4 法適用事業については第 3節第 3項で述べる。 
5 下水道処理場で処理した全汚水量のうち、下水道使用料徴収の対象となる水量。 
6 農業集落排水施設・漁業集落排水施設・林業集落排水施設がこれにあたる。概要は第 3節第 3項で述べる。 
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の減少に伴う経営環境の悪化が見込まれる（図表 1-2参照）。 

 

図表 1-2 人口規模別の人口減少率(2010年〜2040 年)7 

 
(総務省『下水道財政のあり方に関する研究会 中間報告書』より筆者作成) 

 

第2項 経営についての課題 
総務省が挙げている下水道事業の経営指標の 1 つに、使用料で回収すべき経費をどれだ

け使用料で賄えているかを示す経費回収率8がある。経費回収率は、供用開始後、徐々に高

くなる傾向にあり、2016年の値は 95.8％となっている。 

しかし事業規模別で格差が大きく、収入で経費を賄うことができている地方公共団体は

約 430 と全国で 2 割程度に留まっている。特に集落排水処理施設及び特別環境保全公共下

水道9では、使用料金が高いにも関わらず経費回収率が低い事業が多い(図表 1-3 参照)。そ

して何より重要な点として、この経費回収率には、管渠の更新費が考慮されておらず、こ

の更新費を考慮すると、経営指標はかなり悪化すると予想できる。 

総務省『下水道財政のあり方に関する研究会 中間報告書』によると、小規模下水道事

業では、処理場の維持管理費等が増加しており一般会計からの繰入金も増加傾向にある。

1998年から 2016年における一般会計からの繰入金は公共下水道で 17.5%減少しているが、

小規模下水道事業では 55.5%増加している。 

 

 

 

 

図表 1-3 事業別経費回収率(2016年) 

                             
7 減少率は各処理区域内人口密度区分内の団体の単純平均である。 
8 経費回収率＝使用料収入/汚水処理費×100。 
9 これら下水道の種類については第 3節第 4項で述べる。 
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(総務省『収入を確保するための取組』より筆者作成) 

 

第2節. 下水道事業の概要 

第1項 下水道事業のこれまで 
ここで我が国の下水道事業の概要をまとめておく。我が国では昔から、し尿を農産物の

肥料として用いており、川や道路に直接捨てることはあまりなく下水道が必要とされてい

なかった。しかし明治時代に人が東京などの都市に集まると、汚水が原因の伝染病や大雨

による家屋の浸水被害が発生し、1884 年に汚水と雨水の排除を目的に東京で日本初の下水

道が作られた。その後いくつかの都市で下水道が作られたが、全国への普及は進まなかっ

た。そして第二次世界大戦後の高度経済成長期に、産業の急速な発展に伴い都市への人口

流入が進んだことで下水道の整備が本格化し、1958 年には旧下水道法が全面的に改正され

現行下水道法が制定された。1955 年頃からは産業の発展に伴う公共用水域の汚濁が顕著と

なり、1970 年には下水道法が改正され下水道事業の目的に｢公共用水域の水質保全｣が付け

加えられた。これより下水道事業は、｢浸水防除｣｢公衆衛生の向上｣｢公共用水域の水質保

全｣を主な目的として事業が実施されることになった。近年では、経営の実態を明らかに

し、経営改革を図るため 2015年より公営企業会計10の適用が推進されている。 

 

第2項  下水の排除方法11 
 下水は汚水と雨水に分けられる。雨水は河川にそのまま放流され12、各家庭や工場から

排出された汚水は、管渠を通じて終末処理場へと集約され処理された後、河川等の公共用

水域に放流される。終末処理場は処理区域の下流に建設され、汚水は処理区域の上流から

下流へ向けて集約される。下水管は自然流下方式を採用しているため、地形によっては、

ポンプ施設により汚水が一度汲み上げられて下流へと流される。 

終末処理場では、生物処理法により汚水が処理される。生物処理法とは、微生物の活動

を活かして有機性の汚水処理物質を浄化する処理方法のことである。終末処理場において

汚水の処理過程で汚泥が発生するが、発生した汚泥は汚泥処理施設に運搬され、脱水・焼

却等により処理された後、処分又はリサイクルされる(図表 1-4)。 

 

 

 

図表 1-4 下水の排除方法 

                             
10 この概要については第 3節第 2項で述べる。 
11 下水の排除方法には集合処理と個別処理があるがここでは集合処理での方法を説明する。集合処理と個別処理の違い

については第 3節 3項を参照。 
12 下水の排除方法は、汚水と雨水を別の管渠で排除する分流式と同一の管渠で排除する合流式がある。 

処理区域内人口密度 100人以上/ha 75～100人/ha 50～75人/ha 25～50人/ha 25人未満/ha

経費回収率(%) 111.5 104.8 97.7 92.4 77.1 69 54.9 58.1 95.8

使用料(月/20㎥) (円) 2,478 2,562 2,848 3,152 3,274 3,246 3,102 3,194 ―

公共下水道事業 特定環境保全

公共下水道

集落排水

処理施設
浄化槽 全体
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(『平成 29年度 下水道白書 日本の下水道』より筆者作成) 

 

第3節. 下水道事業の経営 

第1項 地方公営企業としての下水道事業 
下水道事業の経営主体は、下水道法第 3条により｢公共下水道の設置・改築・修繕・維持

その他の管理は、市町村が行うものとする｣と定められている。 

また公共下水道事業は、地方財政法上の公営企業 13とされ｢独立採算制の原則｣が適用さ

れている。つまり下水道使用料により事業の経費を賄うことで自立性を持って事業を行う

必要がある。経費の負担区分は｢雨水公費・汚水私費14｣が原則 である。 

ところで地方公営企業とは、地方公共団体が一般的な行政活動の他に、公共の福祉の維

持、増進を目的とする事業を実施するための公的組織である。地方公営企業は独立採算制

を基本とし事業を実施しているが、近年人口減少に伴う料金収入の減少し、施設の老朽化

に伴う更新需要が増大している。 

また、地方公営企業の事業数の内訳は下水道が 44%と最も多く、決算規模で見ても下水

道が 32%を占めている(図表 1-5,1-6)。さらに、地方公営企業の企業債発行額・一般会計繰

入金も下水道が最も高い水準にある(図表 1-7, 1-8 参照)。地方公営企業の中でも最大の支

出項目である下水道事業をより健全に運営することは、国民の暮らしや都市機能・水環境

を保全するという視点からも非常に重要である。 

 

 

 

 

 

図表 1-5地方公営企業の事業数 

                             
13 地方公共団体が経営する企業であり、特定の歳入をもって特定の歳出に充てる必要があるため、特別会計を設けて事

業を行う。地方公営企業と同意。 
14 汚水処理の経費のうち高度処理費用や、合流式下水道に比べ、建設コストが割高になる分流式下水道に要する経費の

一部などは、公的な便益も認められることから公費により負担される。 
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(『平成 30年地方公営企業決算の概要』より筆者作成) 

 

図表 1-6 地方公営企業の決算規模 

 
(『平成 30年地方公営企業決算の概要』より筆者作成) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-7 地方公営企業の地方債発行額の状況 
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(『平成 30年地方公営企業決算の概要』より筆者作成) 

 

図表 1-8 地方公営企業の他会計繰入金 

 
(『平成 30年地方公営企業決算の概要』より筆者作成) 

 

第2項 地方公営企業会計の仕組み 
自治体が実施する事業の会計方式は(1)一般会計(2)特別会計(3)企業会計の 3 つに区分さ

れる。地方公営企業は、地方公共団体が経営する企業であり、特定の歳入を持って特定の

歳出に充てられるため通常、特別会計を用いて事業が実施される。しかし、地方公営企業

の経営環境の悪化を背景に、2014 年度から水道・電力・病院・地下鉄などの事業で公営企

業会計の導入が義務付けられ、さらに 2018年度からは下水道や簡易水道といった残りの約

5800 事業でも導入が義務付けられている。公営企業会計の適用により損益計算書・貸借対

照表・キャッシュフロー計算書の作成が義務付けられることから、経営状況を正確に把握



ISFJ2019 最終論文 
 

12 

 

することで経営改革の推進が目指されている。 

特に、下水道事業については、総務省が 2018年度より人口 3万人以上の都市での公営企

業法の適用を義務付けている。また 2019 年度から 2023 年度までを集中取組期間とし、公

営企業会計の適用拡大を推進している。 

 

第3項 汚水処理施設の種類 
次に汚水処理施設について説明する。汚水処理施設は、まず集合処理と個別処理に大別

される。集合処理とは、複数の発生源から排出された汚水を管渠によって汚水処理施設に

集約し処理する方法であり、個別処理とは、個々の発生源ごとに敷地内に汚水処理施設を

設けて汚水を処理する方法である。 

集合処理と個別処理の特徴は図表 1-9 の通りである。汚水処理施設を整備する際は、集

合処理と個別処理が有する特徴や経済性を勘案し、地域の実情に応じて処理方法が選択さ

れる。それぞれの特徴より一般的には、人家のまばらな区域では個別処理が、人口が密集

した区域では集合処理が選択される(図表 1-10)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-9 集合処理・個別処理の特徴 
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(『生活排水処理施設整備計画策定マニュアル』より筆者作成) 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-10 集合処理・個別処理の整備の概要 



ISFJ2019 最終論文 
 

14 

 

 
(『平成 29年度 下水道白書 日本の下水道』より筆者作成) 

 

集合処理を扱う施設には、国土交通省所管の下水道法上の下水道の他に、農林水産省所

管の農業集落排水施設や、環境省所管のコミュニティ・プラント等がある。なお下水道法

上の下水道はさらに、｢公共下水道｣｢流域下水道｣｢都市下水路｣に分類され、さらに｢公共

下水道｣は狭義の公共下水道・特定公共下水道・特定環境保全公共下水道の 3つに分けられ

る(図表 1-11参照)。 

一方、個別処理であり、環境省と総務省が所管する合併処理浄化槽は、市町村が主体と

なって浄化槽を設置し維持管理を行う市町村設置型と、個人(住民)が設置し維持管理を行

う個人設置型がある。個人設置型では、住民の負担を軽減するため浄化槽の設置費や維持

管理費の一部を補助している自治体もあり、実施状況を見ると補助有りの個人設置型が最

も多く合併処理浄化槽全体の半数以上を占めている。 

以上の各汚水処理施設は図表 1-12にまとめた通りである。次に各汚水処理施設の数は、

図表 1-13の通りである。事業数は公共下水道が最も多く、次いで農業集落排水施設、特定

環境保全公共下水道がある。終末処理場数は、農業集落排水施設が最も多く、次いで公共

下水道、特定環境保全公共下水道がある。農業集落排水施設は、処理区域内人口や終末処

理場 1 つ当たりの処理区域内人口が非常に少ない一方で、地形的な要因により事業数や終

末処理場数がとても多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-11 汚水処理施設の種類 
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(国土交通省『下水道と他の汚水処理施設』より筆者作成) 

 

 

図表 1-12 各下水道事業の概要 

 
(亀本和彦『下水道事業に係るいくつかの課題』より筆者作成) 

施設（事業）の種類 施設（事業）の概要 規模（計画人口） 事業主体 所管

流域下水道 2つ以上の市町村からの下水を受け排除・処理する。
原則10万人以上かつ2市町村

または5万人かつ3市町村以上
都道府県

都市下水路 主として市街地内の雨水を排除する。 市街化区域等の普通河川 市町村

狭義の公共下水道

主として市街化区域における下水を排除・処理する。

終末処理場を有する単独公共下水道と、流域下水道に接続する

流域関連公共下水道がある。

計画人口の制限なし 市町村

特定公共下水道 特定の工場や事業場からの汚水を排除・処理する。

当該下水道の計画汚水量のうち、

事業者の活動等による計画汚水量

が

概ね2/3以上を占めるもの

市町村

特定環境保全公共下水道
市街化区域以外の山村漁村の主要な集落等からの下水を排除・処理す

る。
計画人口1000～1万人 市町村

農業集落排水施設

農業振興地域内(今後概ね10年以上で農業振興を図るべき地域)におけ

る

下水を排除・処理する。

処理戸数20戸以上

計画人口概ね1000人以下
市町村 農林水産省

コミュニティ・プラント 集合住宅等からの汚水を排除・処理する。 計画人口101～3万人以下 市町村

浄化槽設置整備事業

（個人設置型合併処理浄化槽）
個人が合併処理浄化槽を設置する。 制限なし（戸別に設置）

市町村

（設置は個人）

浄化槽市町村整備推進事業

（市町村設置型合併処理浄化

槽）

市町村が合併処理浄化槽を各戸ごとに設置し管理する。 年間設置戸数20戸以上 市町村

個別排水処理施設整備事業

（市町村設置型合併処理浄化

槽）

市町村が合併処理浄化槽を各戸ごとに設置し管理する。 年間設置戸数10戸以上20戸未満 市町村 総務省

集

合

処

理

国土交通省

環境省
個

別

処

理
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図表 1-13 各汚水処理施設の事業数(2016年) 

 
(『下水道財政のあり方に関する研究会 中間報告書』より筆者作成) 

 

第4節. 政府の取り組み 
第 2 節でまとめた経営環境の変化に対し、政府は『公営企業の経営のあり方に関する研

究会報告書(2017 年 3 月)』において、下水道事業の抜本的な改革の方向性として｢広域化

等｣及び｢民間活用｣を挙げている。本稿では「広域化等」に着目し分析を行うため以下で

は広域化等について説明する。 

 

第1項 政府の動向 
政府は『公営企業の経営のあり方に関する研究会報告書(2017年 3月)』(以下、単に『研

究会報告書』)において、下水道事業の抜本的な改革の方向性として広域化等を挙げてい

る。 

また内閣府『経済・財政再生計画改革工程表(2017 年改訂版)』では、2022年までの広域

化・共同化を推進するため、①全ての都道府県における広域化・共同化に関する計画策定、

②汚水処理施設の統廃合に取り組む地区数の 2 つが政府目標として設定されている。さら

にこれを踏まえ 2018年 1月には、総務省・農林水産省・国土交通省・環境省の 4省が合同

で全ての都道府県に対し 2022年度までの｢広域化・共同化計画｣の策定を要請している。汚

水処理施設の統廃合に取り組む地区数については、関係 4省で目標値を 450地区(うち、統

廃合の工事完了が 380・工事着手が 70)と定めている。 

広域化・共同化に関する事業については、1993 年に｢特定下水道施設共同整備事業｣が創

設され、その後も新たな事業の創設により広域化・共同化にかかる施設整備等への財政支

援が行われている。さらに 2018年度からは、広域化の計画策定から実施までを一体的に支

援する｢下水道広域化推進総合事業｣が創設され、より一層の事業推進が図られている。各

事業の概要は以下図表 1-14の通りである。 

 

 

図表 1-14 広域化・共同化に関する事業 

処理区域内人口(人)(A) 事業数 終末処理場数(B)
終末処理場1つ当たりの

処理区域内人口(A)/(B)

公共下水道 95,987,779 1189 1,069 89,792

特定環境保全公共下水道 3,806,477 752 935 4,071

特定公共下水道 3,677 10 8 460

流域下水道 ― 46 158 ―

農業集落排水施設 3,400,482 912 4996 681

浄化槽

(個別排水処理施設整備事業・

浄化槽市町村整備事業)

― 429 ― ―
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(国土交通省水管理・国土保全局下水道部『下水道事業の手引』より筆者作成) 

 

第2項 経営改善化策の主な類型 
上記の『研究会報告書』では、広域化等の手段として(1)汚水処理施設の統廃合、(2)汚

泥処理の共同化、(3)維持管理・事務の共同化、(4)最適化の 4つが挙げられている。 

本稿では、広域化等の類型をより簡潔に示すため(1)を「管渠接続を伴う設備の広域

化」、(2)及び(3)を「維持管理・事務の共同化」、(4)を「処理設備選択の最適化」とし、

以下、『研究会報告書』に基づき順に説明する。 

 

① 管渠接続を伴う設備の広域化(汚水処理施設の統廃合) 

隣接する汚水処理施設を統合し汚水の受け入れを行う手法である(図表 1-15)。施設の統

廃合の典型的な例としては、処理場の老朽化に伴い処理場を廃止し、隣接する流域下水道

へ管渠を接続する他、公共下水道と集落排水施設の接続や処理区の統廃合等が挙げられる。 

「管渠接続を伴う設備の広域化」の効果として、処理場の更新費や維持管理費の削減が

期待される。また従来に比べ少人数での施設の管理が可能となることから、技術職員の確

保が不要になる。さらに人口減少や節水動向に伴い、余力が大きい処理場の有効利用に繋

がることから施設の稼働率低下への有効な手段であると考えられる。 

 

図表 1-15 汚水処理施設の統廃合 

年度 事業名 交付対象

1993年 特定下水道施設共同整備事業

・複数の地方公共団体が行動で設置・利用する下水道

施設や下水道処理場・ポンプ場等を遠隔監視・制御す

るための施設整備等

1995年 汚水処理施設共同整備事業
・下水道等複数の汚水処理施設が共同で利用できる施

設を下水道事業で整備する場合

1996年 流域下水汚泥処理事業
公共下水道から発生する下水汚泥を流域下水道から発

生する下水汚泥と共同処理する場合

2018年 下水道広域化推進総合事業

・上記既存制度を統合

・施設の統合に必要な管渠・し尿受入洲説を滉対象に

加え、計画策定から事業実施までを一体的に支援する
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(国土交通省『下水道事業における広域化・共同化の事例集』より筆者作成) 

 

② 維持管理・事務の共同化(汚泥処理の共同化 / 維持管理・事務の共同化) 

汚泥処理の共同化とは、複数の団体の汚泥を集約して処理を行う手法である(図表 1-16

参照)。具体的には、既存の流域下水道の汚泥処理施設に単独公共下水道や農業集落排水

の汚泥を受け入れること等が考えられる。 

維持管理・事務の共同化とは、処理場の運転管理や集中監視・水質検査等の日常保守点

検業務の共同化、また使用料徴収や滞納管理等の事務処理を共同実施する手法である。 

「維持管理・事務の共同化」の効果として、①と同様の財政効果や、集約管理によるコス

ト削減や職員の業務負担の軽減等の効果が期待される。 

 

図表 1-16 汚泥処理の共同化 

 
(国土交通省『下水道事業における広域化・共同化の事例集』より筆者作成) 

 

③ 処理設備選択の最適化 

「処理設備選択の最適化」とは、各汚水処理施設の特性や経済性を勘案し、最適な施設

を選択し整備することである。具体的には、公共下水道や農業集落排水施設の処理区域を

見直し、処理区域の削除分を合併処理浄化槽に変換する｢集合処理から個別処理｣への転換

が挙げられる。 

「処理設備選択の最適化」は、2014 年 1 月に国土交通省・農林水産省・環境省が連携し

て取りまとめた『持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想 策定マニュアル平

成 26年 1月』（以下『マニュアル』）に基づき、都道府県構想の見直しを行う中で、「処
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理設備選択の最適化」の取り組みである処理区域の見直し等が検討されている。 

上記『マニュアル』では、今後 10年程度を目標に、汚水処理施設の未整備地区における

汚水処理施設の概成(地域ニーズ及び周辺環境への影響を踏まえ、各種汚水処理施設の整

備が概ね完了すること)が目指されており、整備に当たっては各汚水処理施設の経済比較

とともに人口減少等の時間軸の観点を考慮することとしている。また長期的なスパン(20

〜30 年程度)では、未整備地区の整備だけでなく既整備地区においても人口減少等の社会

情勢を考慮し、適切な処理区域の設定や施設の改築更新を行うこととしている。 

総務省によると 2012 年から 2017 年における「処理設備選択の最適化」の実施状況は、

実施していない事業が全 1527 事業中の 80%を超えており、取り組みがかなり遅れている。

しかも、実施事例をよく見ると、その全てが未整備地区における処理区域の見直しにより

予定汚水処理施設が変更された事例であり、既整備地区において集合処理から個別処理へ

転換を行った事例はない。 

 

第3項 政府が推進する現政策の課題 
 このように政府は「管渠接続を伴う設備の広域化」を中心とする諸施策を推進している。

しかし、その方法・提案にはいくつかの課題・疑問が残る。まず、「管渠接続を伴う設備

の広域化」の実施にかかる課題として政策の根拠となるデータの問題が挙げられる。政府

は「管渠接続を伴う設備の広域化」による施設の更新費や維持管理費等の削減を見込んで

いるが、第１節第 2 項で見たように、政府が下水道の経営指標として示している経費回収

率の指標には、膨大な割合を占める管渠の更新費が含まれていない。つまり実のところ、

政府は「管渠接続を伴う設備の広域化」を推進するにあたり、定量的な分析なしに提案し

ている。 

次に、既整備地域での「処理設備選択の最適化」についても政府は実施の具体的な検討

を何ら行っていない。総務省によると 2012 年から 2017 年において「処理設備選択の最適

化」を実施していない事業が全 1527 事業中の 80%を超えており、取り組みがかなり遅れて

いることが分かる 。また、前項で述べた通り実施事例の全てが、未整備地区における処理

区域の見直しにより予定汚水処理施設が変更された事例であり、既整備地区において集合

処理から個別処理へ転換を行った事例はない。さらに、上記『マニュアル』では「処理設

備選択の最適化」の実施が検討されることとなっているが、そこでは、既整備地域におけ

る「処理設備選択の最適化」についての記載がなく、既整備地域の「処理設備選択の最適

化」の実施は検討されていない。このように「管渠接続を伴う設備の広域化」「処理設備

選択の最適化」の 2 つについて、政府の意向・姿勢には不明確・不確実な点が多く、方針

そのものが曖昧であると言える。 

 

第5節. 問題意識 
前節でまとめたように政府は、「管渠接続を伴う設備の広域化」・「維持管理・事務の

共同化」・「処理設備選択の最適化」を推進しているが、今後の政策立案に向けては主に

2 点の課題が存在するようである。まず第 1 に、政策の根拠となるデータの問題である。

繰り返しになるが、政府は「管渠接続を伴う設備の広域化」により施設の更新費や維持管

理費等の削減を見込んでいるが、政府が「管渠接続を伴う設備の広域化」の効果を説明す
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る際に利用する経費回収率および汚水処理費には管渠の更新費は含まれていない。よって、

第 1 節第 3 項のような政府の示すデータは「維持管理・事務の共同化」推進の根拠とはな

るものの、「管渠接続を伴う設備の広域化」のそれに資するとは言えない。第 2 に、既整

備地域での「処理設備選択の最適化」の方針を示してはいるものの、積極的な政策は示し

ていない。しかし、「限界集落」という言葉があるように、今後の人口減少は集合処理施

設を不要とする規模で進展するはずである。そこで、本稿では以下の 3 段階の定量分析に

より、これらの問題に取り組むこととする。 

 

分析➀：「維持管理・事務の共同化」の費用削減効果に関する分析 

市町村レベルのパネルデータを用い、人口の増加が費用(維持管理費および汚水処理費)

の削減をもたらすか否かを分析する。 

 

分析➁：「管渠接続を伴う設備の広域化」のシミュレーション 

複数の処理区を管渠接続により統廃合した場合の将来経費シミュレーションを行う。こ

の際、将来の人口減少についても加味する。 

 

分析③：「処理設備選択の最適化」のシミュレーション 

集合処理をしている地域で、これまで通り管渠と集合処理施設を維持する場合と、これ

を個別処理に切り替えた場合の将来費用シミュレーションを行う。この際、分析Ⅱと同様

に、将来の人口減少についても加味する。 

 

以上の 3 種の分析により、「維持管理・事務の共同化」・「管渠接続を伴う設備の広域

化」・「処理設備選択の最適化」のそれぞれが真に費用削減効果を持つのかを明らかにし、

これらの政策に基づく政策を提言することにしたい。 
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 先行研究及び本稿の位置づけ 

第1節. 先行研究の紹介 
本稿では、下水道事業における「管渠接続を伴う設備の広域化」、「維持管理・事務の

共同化」、「処理設備選択の最適化」の効果を定量的に分析する。したがって、本章では

先行研究を上記 3手法に関する論文の 3つに分類し、本稿の位置づけを明確にする。 

 

第1項 「維持管理・事務の共同化」に関する先行研究 
図表 2-1 「維持管理・事務の共同化」に関する先行研究 

 
(筆者作成) 

 

大滝(2018)は、「管渠接続を伴う設備の広域化」の事例紹介に加え、その効果や課題等

を考察している。その結果、初期投資費用の削減や人件費削減により、より効率的な下水

道事業の実現が可能であると結論付けている。しかし、その分析は定性的なものに留まっ

ており、費用や効果についての定量的な評価はなされていない。 

 

第2項 「管渠接続を伴う設備の広域化」に関する先行

研究 
図表 2-2 「管渠接続を伴う設備の広域化」に関する先行研究 

 
 (筆者作成) 

 

秋山(2019)は、日本全国の流域下水道の将来持続性を検討した。持続性を示す指標とし

て、将来人口を選択し、分析には下水処理区域内における人口の偏在性を的確に表すマク

ロ将来推計人口を用いた。その結果、「管渠接続を伴う設備の広域化」による処理区域人

口の拡大は、将来にわたる処理区域人口と維持が期待されると共に、処理人口の規模によ

っては全体計画人口の適正化を図る必要性が指摘された。しかし、この研究は都道府県が

管理する流域下水道を対象としており、処理区域別での推計が行われていない。 

 

細井他(2007)では、汚水処理の未整備の地域において集合処理施設を作った場合に、ど

の地域の住民が集合処理を選択するかシミュレーションし、集合処理区を設置すべき地理

上の範囲を示した。ただしこの研究は、各戸別というミクロの視点での一地域に限定した

分析であり、市町村という行政区域を考慮した分析とはなっていない。 

著者・出版年 論文名

大滝（2018） 下水道事業の広域化・共同化・最適化の促進に向けて

著者・出版年 論文名

秋山（2019） 将来推計人口に基づいた下水道事業の持続施可能性の検討

細井・上地（2007） 「人口減少を考慮した汚水処理施設整備方法の検討」
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第3項 「処理設備選択の最適化」に関する先行研究 
 

図表 2-3 「処理設備選択の最適化」に関する先行研究 

 
(筆者作成) 

 

遠藤(2016)は、浄化槽に PFI 方式を取り入れている 2 自治体を例に考察した。その結果、

PFI 方式は事務作業削減や大量発注により設置価格が減少することから、浄化槽への導入

を進めるべきだと主張している。しかし、この研究は定性分析に留まっており、制度の効

果を定量的に評価していない。 

 

小川他(2018)では、下水道未整備地区における浄化槽の導入について考察している。建

設費などを費用関数で算出し、管渠布設コストを算出した結果、浄化槽整備は特定環境保

全公共下水道の建設費の約 66％のコストで整備できるため、浄化槽事業へ転換する方が経

済的に有利になるとの結果を得た。しかし、この研究は、下水道未整備地域を対象にして

いるため、管渠データや施設の更新費が含まれておらず、正確な推計ができていない。 

 

木戸浦他(2011)では、北海道旭川都市圏を対象に、費用推計による経済比較を行ってい

る。合併処理浄化槽を含め、様々な個別処理システムの検討も行った結果、旭川市ではど

の区域にも個別処理は導入せずに、現在の下水処理システムを維持した方が費用面で安価

になることが分かった。なお、この研究では各処理区の設備の統廃合による「管渠接続を

伴う設備の広域化」については分析していない。 

 

灘他(2010)では、鳥取県境港市において、整備が遅れている 8 つの区域において、どの

区域にどの汚水処理整備方法を取り入れるべきかを、財政と便益の観点から定量分析した。

この結果、全域で下水道整備する方が一番安価になることが示唆された。しかしこの研究

では、処理区域ごとの「管渠接続を伴う設備の広域化」について分析していない。 

 

第2節. 本稿の新規性 
以上をまとめると先行研究には、 

 

①  「維持管理・事務の共同化」の効果検証について定量的な分析がされた研究が

著者・出版年 論文名

遠藤（2016） 「PFI方式による公設浄化槽整備の現状と課題」

小川・倉谷（2018）
「官民連携生活排水処理事業と既存施設の活用

―持続と進化を目指す住宅事情に関する研究―」

木戸浦・高橋（2011）

「下水道既整備地域において人口減少を考慮した場合の

下水処理システム

維持管理・改築更新費用のシナリオ別推計」

灘・細井・増田・赤尾（2010） 「財政と住民便益から見た人口減少下における下水道整備の検討」
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ない点 

②  「管渠接続を伴う設備の広域化」の効果検証において、管口径等の管渠データ

について十分な議論がされた研究がない点 

③  「処理設備選択の最適化」の効果検証について人口減少が考慮された研究がな

い点 

 

の 3 つの限界があるといえる。第 1 章第 5 節で述べたように本稿では、「管渠接続を伴う

設備の広域化」・「維持管理・事務の共同化」・「処理設備選択の最適化」のそれぞれに

対し分析を実施する。ただし、いずれの分析においても上記の先行研究での課題を克服す

るよう配慮する。具体的には、 

 

分析➀「維持管理・事務の共同化」の効果検証についての定量的な分析 

分析➁「管渠接続を伴う設備の広域化」の効果検証において、管渠データより算出した更

新費を含めたシミュレーション分析 

分析③「処理設備選択の最適化」の効果検証について人口減少を加味したシミュレーショ

ン分析 

 

 以上 3 つの分析を行う。具体的な分析方法・内容は次章で詳述するが、上記の 3 点は先

行研究では取り組まれていない点であり、本稿の新規性といえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISFJ2019 最終論文 
 

24 

 

 理論・分析 

第1節. 分析の概要と結論の要約 
本章では第 1 章第 5 節で述べた 3 種の分析を行う。分析➀「「維持管理・事務の

共同化」の費用削減効果に関する分析」では、高田・茂野(2001)の様な水道事業

の効率性分析のフレームワークを援用し、処理区域内人口が 1 人当たりの汚水処理

費 に与える影響を 2014～2016 年の市町村パネルデータにより推定する。次に、

分析➁「「管渠接続を伴う設備の広域化」のシミュレーション」では、兵庫県三

田市を事例として、市内の 4 事業種 12 汚水処理施設から互いに隣接する 2 施設(17

組）を接続、つまり広域化したケースと、広域化しなかったケースの費用比較シ

ミュレーション分析を行う。最後に分析③「「処理設備選択の最適化」のシミュ

レーション」では、同じく三田市を例に、市内で人口減少が予想される農村部に

展開する農業集落排水施設の運用を休止し、代わりに各戸に個別処理設備を新設

するという、最適化に関するシミュレーション分析を行う。 

なお、分析➁、分析③対象地域に三田市を採用した理由は以下の通りである。

広域化の是非を議論するには管渠接続費用の詳細を知る必要がある。また最適化

を検討するためには、最適化の効果があるかもしれない人口減少地域が市内に存

在し、かつその比較対象としての人口増加地域も市内にあることが望ましい。し

かし、このようなデータは住民のプライバシー保護のため一般には公開されてい

ない。そこで、ここでは唯一提供していただけた兵庫県三田市を分析対象とし

た。 

 なお、下水道は公衆衛生等の正の外部性を有する財であり、特に分析③にお

いては費用便益分析によってその効果を図られるべきとする意見があるかもしれ

ない。しかし、ここでの比較は下水道と浄化槽の比較であり、公衆衛生を改善す

る効果に差異はいない。よって、ここでは費用の比較のみによって広域化と最適

化のどちらが望ましいかを検討することにする。 

 ここで予め本章で得られた結果をまとめておく。まず「維持管理・事務共同

化」については、市町村内人口が 400 万人に達するまでは、域内人口の増加が下水

道事業の 1 人当たり汚水処理費を低下させることが明らかになった。よって、政府

は「維持管理・事務の共同化」をより強力に進めるべきといえる。次に「管渠接

続を伴う設備の広域化」については、管渠の接続に非常に多くの費用がかかるた

め、三田市内の公共下水道や農業集落排水を統廃合しても、メリットがないこと

が明らかとなった。よって、政府はこの管渠の接続費を重視し、政策を再検討す

べきと考えられる。最後に「処理設備選択の最適化」については、三田市内では

現在でもいくつかの集合処理施設を廃止し個別処理に切り替えたほうが、割引現

在価値ベースの市内総費用を減少させることになることが明らかになった。よっ

て、政府は「処理設備選択の最適化」についての検討を急ぐべきと言える。 

 以上、分析結果をまとめると、「管渠接続を伴う設備の広域化」による費用

削減効果は見込めず、「維持管理・事務の共同化」と「処理設備選択の最適化」

が有効であるといえる。 
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第2節. 分析➀「維持管理・事務の共同化の費

用削減効果に関する分析」 

第1項 検証仮説 
前節の通り、政府が推し進める「維持管理・事務の共同化」の効果は、定量的な観点か

ら十分な議論がなされていない。そこで本節では現状分析で述べられている、汚水処理費

の削減という共同化の効果を以下の仮説に基づいて全国市町村パネルデータで分析する。 

 

仮説：「共同化政策は人口を最適水準まで調整し、汚水処理費を削減する効果がある。」 

 

汚水処理費とは、総務省『水道事業経営指標・下水道使用料の概要』に掲載される資本

費と維持管理費の合計であり、そのうち資本費は減価償却費と企業債利息の合計額である
15。よって下水道使用量や使用者数の多寡に関わらずに、資本費は時間とともに固定であ

る。従って、資本費は回帰の結果に大きな影響を与えないと推測できる。そこで、分析に

おいて維持管理費と資本費の合計である汚水処理費を被説明変数として回帰する。 

高田・茂野(2001)では汚水処理費は人口の 2 次関数であり、その対称軸に対応する処理

区域内人口を最適人口としている。「維持管理・事務の共同化」を実行する場合、市町村

別人口が対称軸の左辺に位置すれば、処理区域を共同化で管理し、市町村人口を最適人口

まで増やして維持管理費を最低水準まで下げる。 

 

第2項 使用データ 

本節の分析で用いる変数は、総務省『地方公営企業年鑑』と総務省『下水道事業経営指

標・下水道使用料の概要』から市町村別で合併し作成したものである。分析対象は、流域

下水道、もしくは合流式下水道を利用している市町村を除く、全 1590市町村であった。ま

た、データは 2014年～2016年を採用した16。 

 

第3項 モデルの説明 
市町村別人口が一人あたり維持管理費に与える影響の推定を以下の式で推計した。その

中、添え字iは市町村、j は都道府県を表している。図表 3-1 は各変数の基本統計量を示し

                             
15 総務省『下水道事業経営指標』において、汚水処理費は全事業ごとに揃えているが、資本費と維持管理費は多くの欠

損値を持つ。 
16人口密度の数は経年的にほぼ不変であり、個別効果を加えたパネルデータ分析を実施すると有意にならない。そこ

で、本稿ではプーリング回帰を用いた分析にとどめた。 
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ている。 

cost𝑖 = 𝛽1(𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖
2) + 𝛽2(𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖) + 𝛽3(𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛_𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦𝑖) + 𝛽4(𝑦𝑒𝑎𝑟𝑖)

+∑ 𝛽5𝑗(𝑎𝑟𝑒𝑎_𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦𝑖𝑗)
10

𝑗=1
+ 𝑢𝑖 

 

図表 3-1 変数の説明 

 
（筆者作成） 

 

図表 3-2 変数の出典 

 
(筆者作成) 

 

図表 3-3 各変数の基本統計量 

 
(筆者作成) 

 

 

変数 説明

被説明変数 一人当たり汚水処理費 汚水処理費を市町村別人口で割った値

説明変数 人口の二乗 市町村別の処理区域内人口の二乗値

人口 市町村別の処理区域内人口

コントロール変数 人口密度　 市町村別人口密度

都道府県ダミー 都道府県別ダミー変数

 𝑜𝑠𝑡𝑖

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖

𝑎𝑟𝑒𝑎_𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦𝑖𝑗

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛_𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦𝑖𝑗

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖_ 

変数名 出典

汚水処理費

総務省『地方公営企業年鑑』

総務省『下水道事業経営指標・下水道使用料の概要』

より筆者算出

市町村別人口密度 総務省『地方公営企業年鑑』

市町村別人口 総務省『下水道事業経営指標・下水道使用料の概要』

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

一人当たり汚水処理費 6,360 22781.47 16309.49 4989.019 275325.2

市町村別人口の二乗 6,360 8.90E+10 2.20E+12 0 8.87E+13

市町村別人口 6,360 63993.4 291387.6 0 9416840

市町村別人口密度 6,360 35.90824 30.54714 63.5 100

年度ダミー 6,360 2015.5 1.118122 2014 2017

都道府県ダミー 6,360 22.63208 14.1061 1 47
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第4項 分析結果 
 

結果は図表 3-4の通りである。第 1、2列の分析は汚水処理費に対するプーリング回帰の

結果であり、第 3～5 列は年度別のクロスセクション分析の結果を示している。第 1～5 列

の全てにおいて、各事業の人口の 2乗の係数は正に 1%有意で、人口の 1次項は負に 1%有意

である。そして、推定された係数の有意性は依然として頑健である。このことから、いず

れの事業であっても、1 人当たり汚水処理費は人口に対し下に凸の 2 次関数であることが

明らかとなった。高田・茂野(2001)は 2 次関数の対称軸に対応する処理区域内人口を最適

人口としており、下水道の管理区域を共同化して、処理区域内人口を最適人口まで増やす

ことで汚水処理費を低下させることができる。本節の分析のケースで考えると、第 2 列の

結果より、この最適人口は 431 万人である。つまり、この分析における「共同化には汚水

処理費の削減効果がある」という仮説が支持された。 

しかし、汚水処理費は後に述べる処理場及び管渠の更新費は計上されていないことに留

意されたい。処理場及び管渠の更新費は、「管渠接続を伴う設備の広域化」の全体像を把

握する場合は考慮されるべきである。よって、次節では、処理場及び管渠の更新費も用い

たシミュレーション分析で、「管渠接続を伴う設備の広域化」に対して政策評価を行う。 

 

図表 3-4 分析結果 

 

 
(筆者作成) 

pooling回帰1 pooling回帰2 2014 2015 2016

市町村別人口_2 1.28e-09*** 1.32e-09*** 1.45e-09*** 1.42e-09*** 1.08e-09** 

(-6.64) (-5.97) (-3.71) (-3.63) (-2.84)

市町村別人口 -0.0107*** -0.0114*** -0.0125*** -0.0123*** -0.00921** 

(-7.09)   (-6.62) (-4.17) (-4.05) (-3.07)   

市町村別人口密度 -104.5*** -91.25*** -85.71*** -85.48*** -106.2***

(-15.13)   (-10.59) (-5.91) (-5.87) (-6.48)   

2015年ダミー no -36.14             

(-0.07)             

2016年ダミー no -1062.1*             

(-1.98)             

都道府県ダミー no yes yes yes yes

定数項 27019.7*** 23392.6*** 22734.3*** 23433.0*** 23000.1***

(-89.18) (-12.84) (-7.3) (-7.38) (-7.38)

r2 0.0606 0.149 0.153 0.155 0.146

rss 1.53E+12 1.07E+12 3.49E+11 3.64E+11 3.49E+11

被説明変数:一人当たり汚水処理費=維持管理費+資本費

年度ダミー基準カテゴリー:2014

t statistics in parentheses

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
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第3節. 分析➁「管渠接続を伴う設備の広域化

のシミュレーション」 

第1項 検証仮説 

本節では、兵庫県三田市を例に「管渠接続を伴う設備の広域化」の効果を検討する。こ

のためには、その便益と費用を定義する必要があるが、ここでは以下細井他(2007)のよう

に定義する。 

 

(1) 「管渠接続を伴う設備の広域化」の効果 

＝設備の統廃合による維持管理費の削減額＋統合された処理区の処理場の更新費の削減

額 

 

(2) 「管渠接続を伴う設備の広域化」に必要な費用 

＝接続管渠の建設費およびその更新費 

この上で、本節では以下の仮説の成否を検討する。 

 

仮説:「管渠接続を伴う設備の広域化」は、接続管渠の更新費を含めると現状維持よりも、

費用が高くなる。」 

 

「管渠接続を伴う設備の広域化」による効率性の向上や廃止する処理場の更新費の削減

額よりも接続管渠の更新費が高ければ、「管渠接続を伴う設備の広域化」の費用削減効

果はないと言える。 

 

なお、既存管渠の維持管理費と更新費は、「管渠接続を伴う設備の広域化」の有無にか

かわらず必要となることに注意されたい。 

さて、容易に想像できるように、⑴、⑵の算出には将来の更新費が影響する。よって以

下ではこれを勘案できる割引現在価値ベースでの費用に基づき、「管渠接続を伴う設備の

広域化」の是非を判断する。具体的には以下の式の正負により、上記仮説の成否を考察す

る。 

 

∑
{(𝑀𝑡 + 𝑇𝑡) − 𝐶𝑡}

(1 + 𝑟)𝑡−1

∞

𝑡=1

 

 

ここで、rは割引率、Mtは t年の維持管理費、Ttは統合された処理区の t年の処理施設更

新費、Ct は t 年の接続管渠建設費およびその更新費である。以下、接続管渠建設費および

その更新費（Ct）、処理施設更新費（Tt）、維持管理費（Mt）の順に説明する。なお、国土

交通省『下水道事業における費用便益分析マニュアル』に倣い、割引率は４％に設定する。 
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第2項 兵庫県三田市の下水道事業 
分析に移る前に、分析対象である兵庫県三田市における下水道事業の現状を述べる。兵

庫県の「阪神地区」と呼ばれる地区の北側に位置しており、ニュータウンと農村部が存在

する、小中規模都市で、人口は約 110,000人である。 

三田市の汚水事業は、都市部と農村集落が並存するという三田市の地域特性に合わせ、

①公共下水道事業 ②特定環境保全公共下水道事業 ③農業集落排水事業 ④コミュニテ

ィ・プラント事業の 4つのタイプの下水道事業が実施されて合計 12の処理区が存在する

(図表 3-6,3-7)。また、これら 4事業以外の区域では、個人・事業者などが設置する「合

併処理浄化槽」によって個別処理が行われており、汚水処理人口普及率は 2017年度末時

点で、99.5%に達している（図表 3-8）。 

 ①公共下水道事業 ②特定環境保全公共下水道事業の区域で発生した汚水は兵庫県が実

施主体である流域下水道の「武庫川上流浄化センター」で処理され、汚泥は「兵庫東流域

下水汚泥広域処理場」で処理される。つまり①公共下水道事業②特定環境保全公共下水道

事業区域で発生した汚水・汚泥は兵庫県を主体とした広域的な処理が行われている。 

③農業集落排水事業 ④コミュニティ・プラント事業区域内で発生した汚水は処理区ごと

の「各浄化センター」で、また汚泥は「三田市環境センター」で処理が行われており、汚

泥のみ三田市内において集合処理が行われている。以上で述べた各事業の対象と処理場は

以下図表 3-9の通りである。 

 

図表 3-5 三田市の位置 

 
（三田市観光協会『ホームページ』より筆者作成） 
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図表 3-6 三田市の処理区域一覧

 
(筆者作成) 

 

図表 3-7 処理区域名 

 
(筆者作成) 

 

場所 処理区域名 事業名

➀ 波豆川処理区 農業集落排水

➁ 高平下処理区 農業集落排水

③ 高平上処理区 農業集落排水

④ 小野処理区 農業集落排水

⑤ 青野処理区 農業集落排水

⑥ 本庄処理区 農業集落排水

⑦ 藍本処理区 農業集落排水

⑧ 母子処理区 農業集落排水

⑨ 志手原コミュニティ・プラント

⑩ 有馬富士コミュニティ・プラント

⑪ 西相野コミュニティ・プラント

⑫ 公共・特定環境保全公共下水道
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図表 3-8 三田市の汚水処理人口普及率（2019年度末） 

 
（「三田市下水道事業経営戦略」より筆者作成） 

 

図表 3-9 三田市の下水道事業の種類 

 
（「三田市下水道事業経営戦略」より筆者作成） 

 

 

 次に経営状況について簡単にまとめると三田市の下水道使用料収入は、有収水量の減少

に伴い減少する見込みであり、このためもあって下水道職員の人数も減少傾向にある(図

表 3-10, 3-11)。 

 現在のところ施設や管渠の老朽化に関して、耐用年数を経過した浄化センターや汚水ポ

ンプ場の土木・建築施設はないが、機械・電気設備については約 92%が耐用年数を経過し

ている(2017 年度）。また管渠に関しては、平成 35 年度以降耐用年数を超える管渠が発生

するため計画的な更新が必要になる。以上より現在の資産を耐用年数(50 年)で更新したと

すると、施設・設備に約 200 億円、管渠に約 700 億円、総額 900 億円の更新費が必要にな

ると見込まれている(図表 3-12)。 

 

図表 3-10 三田市の使用料収入の推移 

行政区域内人口(人） 処理区域内人口(人）

公共下水道 92,301 91,774

特定環境保全下水道 7,486 7,211

農業集落排水事業 5,219 5,219

コミュニティ・プラント 2,653 2,653

合併処理浄化槽 5,379 5,595

合計 113,038 112,452

下水道事業名 対象 処理場

➀公共下水道
市街化区域

(汚水ポンプ場1個所)

➁特定環境保全公共下水道 市街化区域に隣接する農村集落

③農業集落排水
➁以外の農村集落

(8区域・8処理場)

➃コミュニティ・プラント
➀以外の民間開発などによる住宅団地

(3区域・3処理場)

⑤合併処理浄化槽設置整備事業 ➀～④以外の区域 個別処理

汚水：武庫川上流浄化センター

汚水：各浄化センター

汚泥：三田市環境センター
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(『三田市下水道事業経営戦略』より筆者作成） 

 

図表 3-11 三田市の下水道職員数の推移 

 
（『三田市下水道事業経営戦略」より筆者作成） 

 

図表 3-12 三田市の法定耐用年数による更新費用の推移 

 
（『三田市下水道事業経営戦略』より筆者作成） 
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第3項 接続管渠建設費およびその更新費の算出 

 分析の枠組み 
 広域化の是非を判断するためには、まず処理区の統合が処理能力17の面で可能かどうか

を判断しなくてはならない。例えば、A 処理場と B 処理場を統合・接続する際、両地区の

汚水量が 500L だったとする。そこで、接続を受け入れる処理場（A 処理場）の処理能力が

750Lだった場合、B処理場の残りの 250Lの汚水を処理することはできない。そこで本稿で

は、国土交通省他『持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル』

に倣い、まず、現在および将来の処理すべき汚水量（計画汚水量）を、人口動態を加味し

ながら処理区別に算出する。そして、これと現在の処理施設の処理能力を比較することに

より、処理区統合が可能になる時期を予測する。 

 

 処理区別の計画汚水量と統合可能年度の算出 
まず地域資源循環技術センター『農業集落排水施設設計指針』に基づき、農業集落排水

施設およびコミュニティ・プラントが汚水処理する処理区別の 1 日あたりの計画汚水量

（日計画汚水量）を算出する。なお、後に述べるように、公共下水道および特別環境下水

道の処理能力は他と比べ圧倒的に大きく、他の２種からの統合を受け入れる際に処理能力

を懸念する必要がないことから、ここでは日計画汚水量は算出しない。 

さて、まずコミュニティ・プラントでの処理区についてであるが、この処理区について

は各年度の上水道給水の各処理区の実績値があるため、その 1 日あたり・1 人当たり給水

量を日平均汚水量とする。そして、最大汚水量と平均汚水量は 1:0.7 の比であると仮定し、

この最大汚水量を日計画汚水量とした。(図表 3-13) 

 

図表 3-13 汚水量原位（コミュニティ・プラント） 

 
（筆者作成） 

 

次に農業集落排水についてであるが、ここでは処理区別の給水実績値がないため、一般

的に採用されている上記指針の値を使用した。(図表 3-14) 

 

 

 

 

 

 

                             
17 1 つの処理場がどの程度汚水を処理できるかを示したもの 
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図表 3-14 汚水量原単位（農業集落排水） 

 
（筆者作成） 

 

このように算出した日計画汚水量を 365 倍し、これに処理区内の人口を乗ずることによ

り、処理区別の 1 年あたりの計画汚水量が算出される。しかし、ここでは将来時点のそれ

も必要であるため、処理区別の予想将来人口が必要となる。そこで本項では、単純にコー

ホート変化率法を用い、推計を行った（図表 3-15）。 

 

図表 3-15 世帯人口推計結果（公共・特定環境保全公共下水道区域）    単位：人         

 
（筆者作成） 

 

この予想将来人口に基づき計算すると、処理区別の 1年あたり計画処理量は図表 3-16の

ようになる。 
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図表 3-16 日最大汚水量           

 
（筆者作成） 

 

さて、この処理区別・年計画処理量に基づき統合処理区の決定を行うが、その組み合わ

せは次の 3 つの条件で考える。まず１つ目の条件は、地理条件を考慮し、隣同士の接続を

考える。もし 2 処理区の統合でも広域化効果が出ないなら、より悪い条件下での接続とな

る 3 か所以上の接続にその効果は出ないことに注意されたい。２つ目は処理場の増設は考

えないものとする。３つ目は原則として人口規模が小さい処理場から大きい処理場への接

続とする。そして上記の３つの条件より考えられる接続の組み合わせは、農業集落排水と

農業集落排水、農業集落排水とコミュニティ・プラント、農業集落排水、コミュニティ・

プラントと公共下水道の 4 種類である。この３条件に基づき、2019 年時点の人口で選択さ

れた組み合わせを表すと図表 3-17の 17通りになる。 
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図表 3-17 接続する処理区の組み合わせ 

 
（筆者作成） 

 

最後に、将来統合が可能となる年度を上記 17の組み合わせに対して算出する。ただし、

公共下水道を含む組み合わせは、処理場が三田市外にあるので処理場の処理能力ではなく、

管渠の余裕率で判定することとなる。とは言うものの、管渠の余裕率に関してデータはな

く、三田市にヒアリングを行ったところ管渠は過大につくられており、余裕率を気にする

必要はないとのことであるため、公共下水道と統合する場合は、処理能力を考えず、初年

度の 2019 年に接続可能と設定した。図表 3-18 は、三田市の統合可能年度は、その公共下

水道との接続も含めたすべての組み合わせの統合可能年数をまとめたものである。日最大

汚水量が多い地区同士ほど接続可能年数が遅くなるが、全ての地域において 50 年以内に接

続可能となることがわかる。 
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図表 3-18 三田市の統合可能年度 

 
(筆者作成) 

 

 接続管渠のルート設定 
「管渠接続を伴う設備の広域化」では、管渠を地区同士で接続しなければならない。本

目では接続管渠の建設費と更新費を算出し、これを「管渠接続を伴う設備の広域化」にか

かる費用とするが、これを算出するにはまず接続ルートを考え、接続する管渠の距離を求

める必要がある。そこで地理情報システム(GIS)を用いて、以下の３つの手順で管渠の接

続ルートを検討した。なお、GIS で用いるデータは、三田市から提供された管渠敷設デー

タと国土地理院の道路敷設データである。 

 

➀ 管渠の接続ポイントの決定 

 

 地区の汚水はすべて処理場に集まることに鑑み、ここでは廃止される側の接続ポイント

を処理場の管渠と仮定する。一方受け入れる側のポイントは、統合する地区に近い管渠の

末端と仮定した(図表 3-19)。ここで問題となるのが管渠の余裕率であるが、前述の通り管

渠は一般に過大につくられているため、ここでは考慮せず、一番近い管渠の末端を接続ポ

イントとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区 年度 地区 年度

波豆川→高平下 2019 青野→公共 2019

高平下→公共 2019 青野→本庄 2048

志手原→公共 2019 本庄→公共 2019

有馬富士→志手原 2019 藍本→本庄 2052

有馬富士→公共 2019 藍本→青野 2035

高平上→高平下 2019 西相野→公共 2019

小野→高平上 2036 母子→青野 2019

有馬富士→小野 2035 母子→小野 2029

小野→青野 2038
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図表 3-19 統廃合のイメージ 

 
（国土交通省『下水道事業の広域化・共同化の取組』より引用） 

 

②最短距離を測りルートを設定 

接続ルートは、工事の容易さや地理的条件から道路に沿って考えるとする。先ほど使用

した GIS 上に道路の敷設状況を表示し、廃止される側の管渠と受け入れる側の管渠の接続

ポイント同士がつながる道を選定する。 

そして選定された複数のルートの中から、GIS の距離測定ツールで一番距離が短いルー

トを接続ルートとする。それぞれの組み合わせの接続ルートの距離を表したのが下の図表

3-19である。 

 

図表 3-20 それぞれの組み合わせの接続ルートの距離 

 
(筆者作成) 

 

 本来ならば、すべての接続ルートを図示すべきであるが、紙幅の都合、波豆川処理区と

高平下処理区を統合した際のルートを例示する。赤色が既存管渠で、水色が道路、そして

黄色が統廃合する際の接続ルートである。 
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図表 3-21 波豆川→高平下の統合ルートの例 

 
（筆者作成） 

 

 

  管渠建設費の算出 
前目より求めた接続管渠の距離を用いてそれぞれの費用を算出する。この費用には将来

の更新費も考慮するが、管渠の維持管理費は、建設費と更新費に比べて非常に安価で行わ

れるため、ここでは考慮しないものとする。以下、管渠の接続費用を健全率予測式、管渠

の建設費用関数を用いて各接続管渠の建設費用を算出する。国土交通省が利用している管

渠の建設費用関数は図表 3-22管渠建設工事方法の通りである。 
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図表 3-22 管渠建設工事方法（y：管路の交換費用（万円）、ｘ：管口径（㎜）） 

 
（国土交通省水管理・国土保全局下水道部『流域別下水道整備総合計画調査 指針と解説 

参考資料 平成 27年 10月』、『地建興行株式会社ホームページ』『月刊推進技術 2017

年 7月号 総論』より筆者作成） 

 

本稿では、∅700 以下の管渠には低コストかつ騒音も少ない小口径管推進工法を採用した。

∅700 より大きく∅2000 以下の管路も同様の理由により推進工法を、∅2000 より大きい管渠

はシールド工法を採用し費用の推計を行った。その結果、管口径別の費用は表管口径別の

1 人当たり管渠更新費のように算出される。 
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図表 3-23 管口径別の一人当たり管渠更新費 

 
（筆者作成） 

 

こうして求めた口径別の管渠建設費用を利用して 1年目の管渠接続費用を算出する。 

結果、図表 3-24のようになる。 
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図表 3-24 1年目の管渠建設費用 

 
（筆者作成） 

 

2 年目以降の接続管渠更新費用を推計するにあたり、管渠の劣化を考慮する必要がある。

そこで以下では、国土技術政策総合研究所の『平成 22年度下水道関係調査研究年次報告書

集』に倣い管渠の健全率を予測する。健全率とは全体資産数に対する健全資産数の割合で

定義される。そしてこれを経過年数ごとにプロットしたものが健全率曲線であり、プロッ

トを近似したものが健全率予測式である。健全率予測式は、管渠全体の劣化状態の進行状

況を表しており、この健全率予測式により、ある経過年数後に全管渠の何割を改築する必

要があるかを把握することができる(図表 3-25)。 

 

図表 3-25 健全度の説明 

 
（筆者作成） 

 

本稿では全国の劣化データを用いて、緊急度Ⅰになる生存率E(i)（i=管路生存時間、管路

建設からの経過年数）は Weibull 分布に従うと仮定する。よって生存率と管路生存時間の

関係式は以下のように表示できる。 

E(i) = exp[−(
𝑖

𝜂
)
𝑚

] 

 

最尤法により Weibull のパラメータを導出し、さらに全国の平均管路改修率を乗じて、

健全率P(i)を算出した。この(生存)確率分析の結果は表 3-25 で示されている。推定された

パラメータは１％有意である。 
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図表 3-26 推定結果 

 
(筆者作成) 

 

健全率の時間分布は図表 3-27で示されている。管路生存時間の増加と共に、健全率が減

少する。そして、管路の生存時間が 42年以上になると、健全率が 0に収束する。 

 

図表 3-27 健全率の時間分布 

 
(筆者作成) 

 

次に、2 年目以降の接続管渠の更新距離は次のように算出した。初年度に建設した管渠

は健全率予測式により算出された確率で毎年劣化が進み、緊急度Ⅰのものが出現する。次

年度以降は緊急度Ⅰとなったものを毎年再建し、また再建した管渠も同様に健全率予測式

を利用し緊急度Ⅰとなったものを再び建設しなおす。これを繰り返し行うことでその年度

の管渠の建設距離を算出した。また 2 年目以降の更新費用は現在の価値で割り引いて考え

た。以上を式に表すと以下のようになる。 

 

生存時間 hazard 標準誤差 z P値

定数項 1.93E-07 6.11E-09 -487.52 0 1.81E-07 2.05E-07

ln(p) 1.357163 0.002041 664.99 0 1.353162 1.361163

weibullパラメーター

ｍ 3.885154 0.007929 3.869644 3.900726

η 0.2573901 0.000525 0.2563626 0.258422

95%信頼区間 
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∑
𝑃

(1 + 𝑟)𝑖
= 𝐾0𝑌 +∑

∑ 𝐸𝑖−𝑗𝐸𝑗𝐾0𝑌
𝑖−1
𝑗=0

(1 + 𝑟)𝑖

∞

𝑖=0

∞

𝑖=0

 

 

 

図表 3-28 変数の説明 

 
（筆者作成） 

 

左辺は現在の価値で割り引いた 1 年あたりにかかる費用の合計を表している。また右辺

は先に算出した毎年度建設する距離に費用をかけたものの総和を、現在の価値で割り引い

たものである。しかしながらこの右辺は解析的に解くことができないため 300 年間で算出

した。これは割引率 4％の下では 300年以後の管渠更新費用の現在割引価値はほぼ 0となる

ためである。以上より次年度以降の接続費用は以下の通りになる。 
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図表 3-29 2020年度以降の管渠接続費        

 
 （筆者作成） 

 

また、以上の各組合せの接続管渠にかかる建設費と更新費の合計が次のように

なる。 

 

図表 3-30 管渠の更新・建設にかかる総費用 

 
（筆者作成） 
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第4項 処理場の維持管理費の導出 
処理場の維持管理費の算出は、『マニュアル』の農業集落排水処理場の費用関数を用い

た。三田市にある処理場は、農業集落排水事業とコミュニティ・プラントの 2 事業である

が、コミュニティ・プラントの処理場の費用関数はないため、農業集落排水処理場の費用

関数を同様に用いた。 

𝐶𝑡
𝑥 = 3.7811 × 𝑋𝑡

0.6835 
 

𝐶𝑡
𝑥: 処理場維持管理費（万円/年） 

X: 計画人口（人） 

 

 この費用関数に第 2 項の各地区の将来人口推計の結果を用いて、年度別の各処理場の維

持管理費の将来予想値を算出した。 

 次に、統合・接続により、２つあった処理場が 1 つになるため、廃止になった処理場の

更新費用が削減される。そこで以下廃止される処理場の更新費を求める。処理場全体の耐

用年数は、土木建築物 50 年、機械電気設備 25 年、『マニュアル』に倣い土木建築物：機

械電気設備の比率を 1:1 として計算し、33 年と設定し、処理場の建設費用も『マニュアル』

の費用関数を用いた。 

 

𝑌𝑡 =   7.1 × 𝑋𝑡
0.6663 

 

図表 3-31 変数の説明 

 
（筆者作成） 

 

 そして処理場の建設年数と耐用年数を考慮し、次年度以降の処理場更新費用の割引現在

価値を導出する。 

∑
𝑌𝑡

(1 + 𝑟)33(𝑡−1)

∞

𝑡=1

 

 

図表 3-32 処理場更新費用 

 
(筆者作成) 

 

変数 説明

t年度の処理場更新費

年数

割引率

𝑌𝑡

𝑡

r



ISFJ2019 最終論文 
 

47 

 

繰り返すが処理場全体の耐用年数は 33年であることに注意されたい。さて処理場の更新

費用は人口により左右されるためこの式を解くことはできない。したがって第 3 項第 4 目

と同様に 300 年後の更新費用は現在の価値で考えるとほぼ 0 となるため、以後 300 年間の

費用の割引現在価値を算出した。 

 

第5項 「管渠接続を伴う設備の広域化」の費用削減効

果 
以下、これまでのシミュレーション結果をまとめ、第 1 項で述べた仮説の成否を検討す

る。まず、「管渠接続を伴う設備の広域化」の効果は、⑴2 つあった処理場を 1 つにする

ため、効率性が上がり処理場の維持管理費は 1 つの地区のみとなる、⑵また処理場を廃止

するため 2 つあった処理場の更新費用は 1 つとなる、の 2 点で定義されている。そして費

用は、「管渠接続を伴う設備の広域化」した場合は管渠の接続費である（図表 3-33）。 

 

図表 3-33 「管渠接続を伴う設備の広域化」前後の変化 

 
(筆者作成） 

 

これを同じく第 1 項で述べた以下の式により、処理区ごとに求めたのが図表 3-34 であ

る。この図より明らかなように、すべての処理区においてこの値はマイナス、すなわち、

「管渠接続を伴う設備の広域化」に費用削減効果がないことが示された。よって、本節の

検証仮説、 

 

仮説：「管路の接続費用を含め広域化を分析すると、現状を維持するより費用が高くな

る。」 

 

は正しいといえる。 

 

∑
{(𝑀𝑡 + 𝑇𝑡) − 𝐶𝑡}

(1 + 𝑟)𝑡−1

∞

𝑡=1
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図表 3-34 「管渠接続を伴う設備の広域化」の費用削減効果 

 
（筆者作成） 

 

第6項 結果の解釈 
第 1項で述べた仮説に対し、分析の結果は以下のように解釈できる。 

仮説：「管路の接続費用を含め広域化を分析すると、現状を維持するより費用が高くな

る。」 

「管渠接続を伴う設備の広域化」による費用削減効果はすべて 0 より小さい結果となり、

仮説が支持された。したがって、広域化を考える場合には管路の接続費用が重要な要素と

なっていることが分かり、「管渠接続を伴う設備の広域化」は費用削減にはつながらない

といえる。 

 

 

第4節. 最適化に関する分析 

第1項 分析の方向性 
前節より、管渠の更新費用が費用削減政策において重要であることが分かっ

た。そこで、本節では兵庫県三田市において現状の管渠を維持した場合 (集合処

理)と、4 事業 12 処理区を浄化槽に変更した場合(個別処理)の費用を比較し最適化

の費用削減効果を検証する。そこで、集合処理では第 4 節 5 項で用いた管渠の費用

関数や健全率予測式に基づいて管渠の更新費用を算出する。また、個別処理の浄

化槽の設置費用、維持管理費用に関しては『国土交通省水管理・国土保全局下水

道部の費用便益分析マニュアル』をもとに浄化槽の設置、維持費用を算出し、集

-400000
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合処理と個別処理を比較した。前節と同様に以下で求める費用はすべて割引現在

価値ベースで考える。 

第2項 検証仮説 
仮説:「最適化を行った場合、膨大である管渠更新費用が削減できるため、現状を維持

するより費用は抑えられる。」 

 

個別処理費用が集合処理費用より低くなれば、最適化による費用削減効果を求めること

ができると考えられる。 

 

第3項 集合処理に関する分析 
兵庫県三田市の農業集落排水事業では集合処理を行っている。本項では、現状の集合処

理を将来も行う場合に発生する費用を、第 3 章第 3 節第 3 項の健全度予測式、管渠の更新

費用関数より算出し、人口推計の結果を用いて一世帯当たり費用を処理区域ごとに推定し

た。そこでまず以下の式より処理区ごとに 1 年あたりの口径別管渠更新費用 Pxを算出した。 

 

∑
𝑃

(1 + 𝑟)𝑖−1
= ∑

1

(1 + 𝑟)𝑖
{∑(∑∑𝐸𝑖+𝑠−𝑗𝐸𝑗𝐾0𝑥,𝑠𝑌𝑥

𝑖−1

𝑗=0

∞

𝑠=0

)

�̅�

𝑥=1

}

∞

𝑠=0

∞

𝑖=1

 

 

この式を解釈すると以下のようになる。ある処理区における s 年に敷設した口径 x(mm)の

管渠の総延長を𝐾𝑥, 𝑠(m)とすれば、0 年時に建設された管渠総延長の 1 年後の更新費の期待

値は k 年後の破損率（1-健全率）を𝐸𝑘として𝐸1𝐾0となる。次にこの総延長の 2 年後の更新

長を考えると、これには 1 年目に更新（補修）した部分が破損する可能性も考えなくては

ならないので、𝐸2𝐾0 + 𝐸1𝐸1𝐾0となる。よって 0 年時に建設された管渠の i 年後の更新長の

合計は∑ 𝐸𝑖−𝑗𝐸𝑗𝐾0,𝑥
𝑖−1
𝐽=0 となる。よって、s 年前に敷設した口径 x(mm)の管渠の i 年後の更新

長の合計は∑ ∑ 𝐸𝑖+𝑠−𝑗𝐸𝑗𝐾0,𝑠
𝑖−1
𝑗=0

∞
𝑠=0 となる。しかし、管渠はすべて 0 年時に建設されたわけで

はない。そこで、s 年前に敷設した口径 x(mm)の管渠の i 年後の更新長を考えると

∑ 𝐸𝑖+𝑠−𝑗𝐸𝑗𝐾0𝑥,𝑠
𝑖−1
𝑗=0 となる。この式を用いて、口径 x(mm)の管渠の単位当たりの費用をYx万円

とすれば、この処理区全体の将来にわたる管渠の建設費用と更新費用の割引現在価値は上

式の右辺のように示すことができる。 

 よって、この費用を賄うための毎年一定の更新費用を P とすれば、この値は上式で求

めることができる。しかし、この方程式はEkの存在により、この方程式は解析的に解くこ

とはできない。そこでここでは 300年間で算出を行った18。その結果、処理区ごと１年間の

更新費用は以下のようになる。 

 

 

 

                             
18 200 年の分析と 300 年の分析ではあまり変化はなかった。 
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図表 3-35 地区ごと 1年あたりの更新費用 

 
（筆者作成） 

 

また、以上の結果を現時点での世帯数で除することで処理区ごとの 1 世帯あたり管路更

新費用を算出すると 、図表 3-36の結果を得た。 

 

図表 3-36 2019年の処理区ごと 1世帯あたり管路更新費用 

 
(筆者作成) 

 

また、将来の人口減少に鑑み、毎年の処理区別世帯数で 1年あたりの更新費用を除す

と、図表 3-37のようになる。 
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図表 3-37 300年間の 1世帯当たりの負担費用 

 
（筆者作成） 

 

第4項 個別処理に関する費用推計 
個別処理の推計では浄化槽の設置費用、維持管理費用を用いて 1 世帯あたりの個別処理

費用を算出した。個別処理の推計には「国土交通省水管理・国土保全局下水道部の費用便

益分析マニュアル」の費用データを利用する。これらのデータは業者からのヒアリングに

より算出されている。 

 

図表 3-38 個別処理に関する費用データ 

 
（筆者作成） 

 

まず躯体の耐用年数は、躯体19は岡山県、福岡県、長崎県の約 2､000基の FRP製の単独処

理浄化槽及び合併処理浄化槽の使用実績調査結果より 40年と設定されている。また、機器

設備類は浄化槽メーカー6 社のヒアリング調査により 11 年とされる。そして「躯体:機器

設備類」の比率を「9:1」として浄化槽の耐用年数は 32 年に設定される。これらを利用し

                             
19 躯体（くたい）：管渠の構造を支える骨組みのこと。 
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て以下の式より 1世帯が負担する浄化槽設置費用の現在割引価値は、 

 

∑
𝑃𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
=

∞

𝑡=1

∑
𝐶𝑡′

(1 + 𝑟)32(𝑡
′−1)

∞

𝑡′=1

+∑
𝑀𝑡

(1 + 𝑟)𝑡−1

∞

𝑡=1

 

 

で算出される。次に集合処理のケースとの比較をわかりやすくするため、1 年あたりの各

戸の負担額 Ptを以下のように定義する。 

 

図表 3-39 変数の説明 

 
（筆者作成） 

 

ここで r は割引率、Ctは 32 年ごとに必要な浄化槽更新費用、Mtは浄化槽維持管理費であ

る図表 3-40からわかるように浄化槽設置費用は 84万円、維持管理費用 6.5万円/年で一定

であるため、𝐶𝑡 = 𝐶 = 84、𝑀𝑡 = 𝑀 = 6.5となる。よって、 

 

∑
𝑃

(1 + 0.04)𝑡−1
=

∞

𝑡=1

∑
84

(1 + 0.04)32(𝑡
′−1)

∞

𝑡′=1

+∑
6.5

(1 + 0.04)𝑡−1

∞

𝑡=1

 

 

より P=11.02を得る(なお、右辺の合計は 286.492万円)。すなわち、1世帯ごとにかかる

浄化槽の費用は毎年 11.02 万円と算出される。 

 

第5項 集合処理と個別処理の比較 
第 3 項、第 4 項の比較から分かるように、公共下水道を除く各処理区の 1 年あたりの更

新費用は浄化槽の費用は毎年 11.02 万円を上回っている。以上より、公共下水道・特別環

境下水道以外の処理区では、現時点においても、すなわち人口減少を加味しなくても、個

別処理に切り替えたほうが効率的であると判断できる。 

 

第6項 結果の解釈 
第 2項で述べた仮説に対し、分析の結果は以下のように解釈できる。 
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仮説：「最適化は更新費用が掛からないため、現状を維持するより費用は抑えられる。」 

 

1 年あたりの 1 世帯負担額はすべての農業集落排水、コミュニティ・プラントの地域に

おいて浄化槽の費用を上回っており、仮説は支持された。つまり、広域化を考える場合管

渠の費用が重要な要素であり、最適化も含め検討すべきであることが分かった。 

 

第7項 まとめ 
以上第 3項で行った分析をまとめる。 

 

(1)「維持管理・事務の共同化」の費用効果(汚水処理費)について、全市町村の各下水

道事業について定量分析を行った。その結果、「維持管理・事務の共同化」は汚水処理費

を削減することが明らかとなった。 

 

(2)次に管渠の更新費を考慮した「管渠接続を伴う設備の広域化」のシミュレーション

を、三田市を対象に行った。その結果、①広域化は費用を増加させ、②広域化を考える際

は管渠の更新費を考慮する必要があることが明らかとなった。 

 

(3)最後に管渠の更新費がかからない「処理設備選択の最適化」のシミュレーションを

行った。その結果、最適化により経費削減効果があることが明らかとなった。 

 

つまり分析の結果、「維持管理・事務の共同化」の費用削減効果は認められるが、「管

渠接続を伴う設備の広域化」は費用が掛かりすぎるため、「処理整備選択の最適化」を採

用すべきであることが明らかとなった。 
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 政策提言 

第1節. 政策提言の方向性 
前節分析の結果、「維持管理・事務の共同化」の費用削減効果は認められるが、「管渠

接続を伴う設備の広域化」は費用が掛かりすぎるため、「処理整備選択の最適化」を採用

すべきであることが明らかとなった。 

よって政策提言では、下水道事業の政策立案に当たって、施設運営面に関しては「維持

管理事務の共同化」を推進し、施設設備面に関しては「処理整備選択の最適化」を推進す

ることを提言する。なお、その参考として現状の課題や政策実施の阻害要因を明らかにす

るため図表 4-1のようなヒアリングも実施した。 

 

図表 4-1  ヒアリングの概要 

 
（筆者作成） 

 

第2節. 政策提言 

提言Ⅰ：「共同化・最適化計画」の策定・実施 

「維持管理・事務の共同化」及び「処理整備選択の最適化」の試算方法を定めて⑴全市

町村で上記 2 手法の試算結果の公表⑵試算を基にした今後の汚水処理施設の整備計画を

「共同化・最適化計画」として都道府県構想に反映させることの 2 点を義務付けることを

提言する。提言先は、国土交通省・環境省・総務省・農林水産省である。 

 

政府は現在、広域化・共同化を推進するため、『経済・財政再生計画改革工程表（2017

年改訂版）』において、全ての都道府県における広域化・共同化の計画策定を政府目標と

して掲げており、これを踏まえ 2018年 1月には、上記関係 4省が合同で全ての都道府県に

対し 2022年度までの「広域化・共同化計画」策定を要請している。「広域化・共同化計画」

は、都道府県構想を構成する「整備・運営管理手法を定めた整備計画」の一部として位置

付けられている。 

このように政府は、「管渠接続を伴う設備の広域化」を積極的に推進しているが、前節

分析より、「管渠接続を伴う設備の広域化」は費用削減効果が見込めず、「処理整備選択

年月日 対象機関・部署 対象者

2019年6月20日

2019年7月20日

2019年8月23日

2019年10月17日

中川　尚也さん（担当係長）

秋山　肇さん

2019年9月18日 大田　健二さん（主査）

2019年10月30日 石本　徹さん（技師）

三谷　豊さん（課長補佐）

谷本　育水さん（施設係・主任）

堺市上下水道局経営企画室事業計画担当
下水道事業マネジメントグループ

担当者2名

大阪府都市整備部下水道室事業課計画グループ

2019年8月14日 大阪市建設局下水道部調整課

2019年8月13日

三田市上下水道部下水道課
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の最適化」を採用すべきであることが明らかとなった。そこで我々は、現在政府が推進す

る計画に「処理整備選択の最適化」の試算結果を反映させ、新たな「共同化・最適化計画」

を策定することを提言する。 

計画の策定にあたっては、ヒアリングより 5 年程度の期間を要することから、2022 年か

ら 2027年までを計画策定期間とし、2022年までに関係 4省は計画策定に必要となるマニュ

アルの作成に取り組むこととする。 

新たな「共同化・最適化計画策定マニュアル」の策定にあたっては、「維持管理・事務

の共同化」に加え「処理整備選択の最適化」の試算方法を記載するとともに、既存マニュ

アルの改善点を考慮することとする。 

現在政府が推進している「広域化・共同化計画」を策定するためのマニュアルとして

『広域化・共同化計画策定マニュアル(案)平成 31年 3月』及び『持続的な汚水処理システ

ムの構築に向けた都道府県構想策定マニュアル平成 26年 1月』が挙げられる。しかしこれ

らマニュアルの改善点として、①広域化の効果試算に管渠の更新費が勘定されていないこ

と②将来のフレームワークが 20〜30年とされており、施設の統廃合を考慮した際、接続管

渠の更新費が勘案させられていないことが挙げられる。よって新たな計画策定に、これら

の改善点を反映させるため、①に関しては管渠の更新費を「処理整備選択の最適化」の試

算に反映させることとし、②に関しては割引現在価値ベースで考えることで、将来フレー

ムワークの範囲を無限期とする。 

計画策定後は、各自治体がそれぞれ計画を実行するとともに、社会情勢等必要に応じて

計画を見直すこととする。 

 

第3節. 政策実施の効果 

⑴ 政策を実施した時の定量的な効果 

分析でも述べた通り、現状の管渠を維持した場合、1 世帯が 1 か月で負担しなければな

らない費用は、農業集落排水・コミュニティ・プラントで 10 万 4690 円、公共下水道・特

定環境保全公共下水道区域では 3109円である。またこれを全地域・全世帯で考えると 1世

帯当たり毎月 1万 3832円が必要である。 

 

図表 4-2 事業ごとの更新費用 

 
（筆者作成） 

 

しかし、農業集落排水・コミュニティ・プラントを全て廃止し浄化槽に変えた(「処理

整備選択の最適化」)場合、全地域・全世帯の 1 世帯当たりの毎月の費用は 3754 円であり、

事業 更新費用（円/1世帯1年あたり）

農業集落排水

コミュニティ・プラント
104,690

公共・特定環境保全公共下水道 3,109

全地域 13,832
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1 世帯 1か月あたり 1万円以上の費用削減が見込まれる。 

 

⑵ 政策を実施した時の定性的な効果 

「共同化・最適化計画」の策定により、管渠の更新費を考慮し、根拠に基づいた政策立

案が実施される。さらに既整備地域における「集合処理から個別処理への転換」の取り組

みが進められることで、特に人口減少率が高く経営環境の悪化が見込まれる地域において、

経営改善による持続可能な汚水処理施設の維持管理が期待される。 

 

第4節. 政策実施の阻害要因 

現状分析及びヒアリングより「維持管理・事務の共同化」と「処理整備選択の最適化」

の阻害要因として、職員不足と財源不足が予想される。以下それぞれに対する政策につい

て述べる。 

 

第1項 職員不足に対する政策提言 
ヒアリングより「共同化・最適化計画」の試算を行う職員が市町村には少なく、職員の

確保が必要であることが明らかとなった。そこで以下では、計画策定の試算について、都

道府県が一括で試算を実施することを提言する。 

 

提言Ⅱ：都道府県が「共同化・最適化計画」の試算を行う 

現在、「広域化・共同化計画」を策定するにあたって、都道府県は管内市町村の現状や

課題を把握し、広域化・共同化のために近隣市町村のブロック割の設定等を行い、市町村

は効果試算や、近隣市町村との合意形成等の具体的な検討を行っている。しかし、ヒアリ

ングより、提言Ⅰの「共同化・最適化計画」を策定する場合、試算を行う際の人員的な面

で市町村の負担が大きいことが明らかとなった。そこで、本稿では都道府県が管内市町村

の試算を行うことを提言する。提言先は、都道府県である。 

 

第2項 財源不足に対する政策提言 
前節分析の結果、既整備地域での「処理整備選択の最適化」を推進すべきであることが

明らかとなった。集合処理から個別処理への転換には新たな費用負担が発生するが、現在

その実施事例はなく、政府の財政支援の枠組みも整理されていない。よって、既整備地域

における「処理整備選択の最適化」を推進するため、政府の財政措置に関する政策提言を

行う。 

 

提言Ⅲ：「処理整備選択の最適化」のための自治体への交付税措置の増額 

 

集合処理から個別処理への転換を行う際に発生する新たな費用負担(転換に伴う合併処

理浄化槽の設置費用)を自治体が全額補助することとし、全額補助にあたり市町村への交

付税措置の増額を提言する。提言先は総務省である。 
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⑴ 「処理整備選択の最適化」での新たな費用負担の発生 

以下三田市を例に、新たな費用負担の発生について説明する。 

三田市では、集合処理開始時(下水道の接続時)に、利用者が、受益者分担金（戸建住

宅：60万/1戸）を支払い、その後は 2ヶ月に 1度下水道使用料を支払う。その他、敷地内

の排水設備整備費・維持管理費（つまり・修繕費）も必要に応じて住民負担となる。一方

で、個別処理利用者は、合併処理浄化槽設備費・敷地内の排水設備の各設備費・維持管理

費用（点検・清掃・法定点検費等）を負担している（図 4-3）。 

以上より、集合処理から合併処理浄化槽へ転換する場合、下水道使用料負担が不要とな

る一方で、過去(下水道接続時)に受益者分担金を払ったにもかかわらず、新たに合併処理

浄化槽整備の初期投資（設置費・工事費）・敷地内の排水設備の一部改造費・維持管理費

（点検・清掃・法定点検費等）の負担が発生する。そこで転換に伴う合併処理浄化槽の設

置費用について、過去に負担した受益者分担金を考慮し、全額補助を行う必要があると考

えられる（図表 4-3）。 

 

図表 4-3  集合処理から個別処理への転換にかかる費用者負担の概要 

 
（筆者作成） 

 

 ⑵ 市町村への交付税措置の増額 

合併処理浄化槽の設置費用について自治体が全額補助を行うが、そのために財源の確保

が必要となる。そこで、市町村への交付税措置の増額を行うこととし、以下で説明する。。 

現在、未整備地域で合併処理浄化槽を設置する場合、環境省所管の「浄化槽市町村整備

推進事業」により、浄化槽の設置費と事務費について財政措置が講じられている。そこで、

上記事業を基に、集合処理から合併処理浄化槽への転換にあたり自治体への交付税措置の

増額を提言する。 

「浄化槽市町村整備推進事業」とは、自治体が未整備地域で合併処理浄化槽の設置を行

う場合、浄化槽設置費用の 1/10 を住民が自己負担すれば、1/3 に相当する額の国庫補助を

受けることができる事業である。また残額については全額、下水道事業債による資金調達

が認められており、元利償還金の 50％相当については、後年度事業費補正により基準財政
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需要額(自治体の標準的な支出の見込額)に算入(交付税措置)される20。また事務費について

も、工事施工に必要な事務の費用として、設置費に対する国庫補助額の 3.5％に相当する

額が国庫補助の対象となっている（図表 4-4）。 

 

図表 4-4 「浄化槽市町村整備推進事業」の地方財政措置 

 
(環境省『浄化槽管理者への設置と維持管理に関する』より筆者作成) 

 

よって上記事業における受益者分担金１/10 を、地方負担に変更することを提言する

（図表 4-5）。（法令では、総務省通知『公営企業の経営に当たっての留意事項について

（平成 21年 7月 8日付け総財公第 103 号、総財企第 75 号、総財経第 96 号）』におけ

る『第 3 公営企業の経営に係る事業別留意事項』の「4 下水道事業 2－(8)」の変更に当た

る。）住民による分担金１/10 の支払いをなくし、すべて地方負担に変更することで、転

換者の財政負担が軽減され「処理整備選択の最適化」が促進されることが期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
20  基準財政需要額への算入方式としては、公債費を費目として設けて「公債費方式」で参入する場合、投資的経費の

費目に「事業費補正」により算入する場合がある。「公債費方式」で算入する例としては、辺地対策事業債や地域

財政特例対策債があげられる。「事業費補正」として算入される例としては、公園緑地事業債や地域総合整備事業

債があげられる。このような措置は、地方交付税の算定を人口や面積といった客観的な指標を基に行う(「静態的な

方式」)と、大規模な公共事業を行う場合、その事業が一時的に集中し、その事業費が当該団体の財政運営に大きな

影響を与えるため、現実の事業費を地方交付税の算定に反映(「動態的な方式」)させるものである。 
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図表 4-5 「処理整備選択の最適化」の地方財政措置 

 
(筆者作成) 

第5節. 政策実施の限界 

ヒアリングより政策実施の限界として、既整備地域における「処理整備選択の最適化」

を実施する際に住民の理解が得られない可能性があることが挙げられた。これは転換によ

り、合併処理浄化槽の点検(年 3 回)・清掃(年 1 回)・法定点検(年 1 回)が必要になる等、

新たな浄化槽使用者の心理的負担が発生するためである。これに関しては、住民に対する

丁寧な説明等により、理解を得る必要があると考えられる。 

しかしながら下水道事業は、今後大量更新期の到来による更新費の増大や、人口減少に

よる使用料収入の減少が見込まれ、さらに下水道事業の経営が非常に厳しい現状を鑑みる

と経営改善は喫緊の課題であり、既整備地域における「処理整備選択の最適化」の推進に

ついて早急な議論が望まれる。 

 

図表 4-6 政策提言のまとめ 

 
（筆者作成） 
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 終わりに 
日本の人口は減少が見込まれ、今後の社会インフラ維持が不安視されている。特に下水

道インフラは自治体の公営企業会計で見て最大の支出項目であり、早急の検討が必要であ

る。 

下水道事業では、施設の急速な老朽化に伴う施設維持費用や更新費用の増大が予想され

ているものの、その経営は、使用料収入で経費を賄うことができている地方公共団体が

22.2%と厳しい状況にある。さらに、人口減少が使用料収入の減少に追い打ちをかけると

見込まれ、財政面から適切な管理を行えなくなる恐れがある。 

この状況に対し、政府は、「管渠接続を伴う設備の広域化」・「維持管理・事務の共同

化」・「処理整備選択の最適化」を推進しているが、今後の政策立案に向けては主に 2 点

の課題が存在する。まず第 1 に、政策の根拠となるデータの問題である。政府は「管渠接

続を伴う設備の広域化」により施設の更新費や維持管理費等の削減を見込んでいるが、政

府が「管渠接続を伴う設備の広域化」の効果を説明する際に利用する経費回収率には管渠

の更新費は含まれていない。よって、政府の示すデータは「維持管理・事務の共同化」推

進の根拠とはなるものの、「管渠接続を伴う設備の広域化」のそれに資するとは言えない。

第 2 に、既整備地域での「処理整備選択の最適化」の方針を示してはいるが、積極的な政

策は示していない。しかし、今後の人口減少は集合処理施設を不要とする規模で進展する

はずである。いずれの政策を立案するにせよ、定量分析などの根拠に基づいて推進しなく

てはならない。 

そこで本稿では「維持管理・事務の共同化」・「管渠接続を伴う設備の広域化」・「処

理整備選択の最適化」のそれぞれが真に費用削減効果を持つのかを定量分析によって明ら

かにした。 

 分析の結果、「維持管理・事務の共同化」効果は認められるものの、「管渠接続を伴う

設備の広域化」は費用削減効果がなく、「処理整備選択の最適化」を採用すべきであるこ

とが明らかとなった。よって下水道事業の政策立案にあたり、施設運営面に関しては「維

持管理・事務の共同化」を推進し、施設設備面に関しては「処理整備選択の最適化」を推

進することを提言した。 

しかし、本稿の課題として、施設や管渠について全国レベルのデータが存在せず、分析

対象が限定された点が挙げられる。これについては今後の課題としたい。 
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